
 

第３表の１ 

学校名   大島町立第三中学校 

３ 学年別授業日数及び授業時数の配当 

（１）年間授業日数配当表 

月 

学年 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 

１  18  19  22  13  0  19  21  20  19  15  18  18  202 

２  18  19  22  13  0  19  21  20  19  15  18  18  202 

３  18  19  22  13  0  19  21  20  19  15  18  15  199 

備考 

・年間授業日数の合計は、202 日である。 

・第３学年は卒業式が３月 19日（金）のため、年間授業日数が３日少ない。 

・開校記念日４月 21日（火）は、授業日とする。 

・第３学年の５月 16 日（土）は、修学旅行とする。５月 18 日（月）に振替休業日を

設ける。 

・５月 23日（土）は、小中合同避難訓練を行うため授業日とする。 

・10月３日（土）は、運動会とする。10月５日（月）に振替休業日を設ける。 

・11月 14日（土）は、文化祭を行うため授業日とする。 

・１月 16日（土）は、百人一首大会・校内マラソン大会（学校公開）とする。    

１月 18日（月）に振替休業日を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第３表の２ 

学校名   大島町立第三中学校 

 

（２）各教科等の年間授業配当数 

学  年 

領  域 
１ ２ ３ 

各 

 

教 

 

科 

国   語  １４０ １４０ １０５ 

社   会  １０５ １０５ １４０ 

数   学  １４０ １０５ １４０ 

理   科  １０５ １４０ １４０ 

音   楽   ４５ ３５ ３５ 

美   術  ４５ ３５ ３５ 

保 健 体 育 １０５ １０５ １０５ 

技 術 ・ 家 庭 ７０ ７０ ３５ 

外国語（ 英語 ） １４０ １４０ １４０ 

小    計 ８９５ ８７５ ８７５ 

特別の教科 道徳 ３５ ３５ ３５ 

総合的な学習の時間 ５０ ７０ ７０ 

特別活動(学級活動) ３５ ３５ ３５ 

     総       計 １０１５ １０１５ １０１５ 

     週当たりの授業時数 ２９ ２９ ２９ 

備 

 

 

 

考 

ア １単位時間 

・１単位時間を５０分とする。 

 

イ 総合的な学習の時間 

①  学習内容  

第１学年： 職業調べ、創造的な表現活動の学習・職場訪問 

     第２学年： 日本の伝統建築や伝統芸術・福祉訪問、創造的な表現活動の学習・

職場体験・進路に関する学習 

     第３学年： 日本の伝統文化、創造的な表現活動の学習・進路に関する学習 

② 週時程への位置づけとして原則的に１校時または５・６校時に設定する。 

③ 授業時数の確保として第１学年５０時間、第２学年７０時間、第３学年７０時間を優先 

的に時間を設定する。 

④ 校外における学習の事前学習と当日は授業の日時・時程を工夫する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３表の３ 

学校名   大島町立第三中学校 

 

 

備 

 

 

 

考 

ウ 特別活動 

① 生徒会本部役員を除く各専門委員会は前期・後期の２期に分け、より多くの生徒が役員・ 

委員の経験をすることができるように配慮する。 

② 文化祭、地域清掃、生徒会によるレクリエーション・ボランティア活動等を充実させ、

生徒が主体的に企画・運営できるようにする。 

 

エ そ の 他 

① 週あたりの授業時数を２９時間とする。 

② 授業時数の確保については、４週毎に時間割を作成することにより、各教科の授業時数 

の管理を適切に行う。また、１１月の特定期間に０．８単位時間の総合的な学習の時間

を行う。なお、内容については創造的な表現活動の学習とする。 

 

 


